
○京都府立少年自然の家条例施行規則

昭 和 5 8 年 ３ 月 1 5 日
京都府教育委員会規則第５号

京都府立少年自然の家条例施行規則をここに公布する。
京都府立少年自然の家条例施行規則

（休業日）
第１条 京都府立少年自然の家（以下「少年自然の家」という ）の休業日は、次のとおり。
とする。
(1) 毎週月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す
る休日にあたるときは、その翌日）

(2) １月１日から同月４日まで及び12月28日から同月31日まで
２ 京都府立少年自然の家条例（昭和58年京都府条例第２号。以下 「条例」という ）第、 。」
４条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という ）は、必要があると認めるとき。
は、京都府教育委員会（以下「教育委員会」という ）の承認を得て、臨時に前項に規定。
する休業日を変更することができる。

３ 指定管理者は、前項の規定により休業日を変更しようとするときは、事前にその旨を
掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

（使用の承認）
第２条 条例第５条第１項の規定により少年自然の家の施設（以下「施設」という ）の使。
用の承認を受けようとする者は、使用日（使用しようとする日が引き続き２日以上であ
るときは、その初日）の前日までに使用承認申請書を指定管理者に提出しなければなら
ない。ただし、指定管理者において相当の理由があり、かつ、少年自然の家の使用に支
障がないと認めるときは、この限りでない。

（使用の不承認）
第３条 条例第５条第２項に規定する使用の承認をしない場合は、次の各号のいずれかに
該当するときとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

（利用料金の還付）
第４条 条例第７条第４項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部を還付すること
ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなつたとき 10分の８以内



(3) 使用の日の１月前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認め
られたとき 10分の８以内

(4) 使用の日の７日前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認め
られたとき 10分の５以内

（利用料金の減免）
第５条 条例第８条第１号又は第２号に該当するときは、利用料金の全部を免除する。
２ 条例第８条第３号の規定により利用料金を減免する場合及び減免する金額は、次のと
おりとする。
(1) 盲学校、聾ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律（昭和29年法律第144
号）第２条に規定する保護者等の子女のうち、学校教育法（昭和22年法律第26号）第
１条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部（専攻
科を除く ）の児童又は生徒が使用するとき 全額。

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が教育上特別の理由があると認めるとき 全
額又は半額

（昭62教委規則２・平４教委規則３・一部改正）
（雑則）
第６条 条例及びこの規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、教育
委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、昭和58年４月１日から施行する。
（京都府立南山城少年自然の家条例施行規則の廃止）
２ 京都府立南山城少年自然の家条例施行規則（昭和48年京都府教育委員会規則第７号。
以下「旧規則」という ）は、廃止する。。

（経過措置）
３ 旧規則によつてした手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合
には、この規則によつてしたものとみなす。

４ この規則の施行前に旧規則の規定により使用の承認を受けた者に係る使用料について
は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（昭和62年教委規則第２号）
この規則は、昭和62年４月１日から施行する。

附 則（平成４年教委規則第３号）
この規則は、平成４年４月１日から施行する。

附 則（平成17年教委規則第12号）
この規則は、平成18年９月１日から施行する。


